
1 市議会だより第52号（平成30年６月定例会）

市議会だより

第 号52
平成30年

8月1日発行

本会議／開会
　
本会議／質疑・一般質問

経済企業委員会
建設環境委員会
文教福祉委員会
総務委員会
本会議／討論・採決

６月 ４日（月）
11日（月）

 　　 ～　　
14日（木）
18日（月）
19日（火）
20日（水）
21日（木）
27日（水）

● 6月定例会 ………………………
● 委員長報告 ………………………
● 新庁舎建設促進特別委員会
　　　　　　　　　（最終報告）……
● 質疑・一般質問 ……………………
● 各委員会の活動報告 ……………
● 採決結果 …………………………
● 編集後記 …………………………

2 
3 

5
6

11
15
16

編集・文責／八代市議会広報委員会

平成30年6月定例会会期日程

目 次

平成30年6月定例会

 ▲環境センター「エコエイトやつしろ」
　　 （平成30年7月より、ごみの受け入れ開始）



2市議会だより第52号（平成30年６月定例会）

◆八代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の
　一部改正について（公布の日施行※一部は平成３１年４月１日施行）

◆専決処分の報告及びその承認について
　（八代市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

　放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（厚生労働省令）の一部改正に伴い、
放課後児童支援員の基礎資格の明確化及び放課後児童支援員の資格要件の拡大を行うもの。

　①地方税法施行令の一部改正に伴う国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引上げ
　　（５４万円→５８万円）。　
　②軽減措置の対象を拡大するための軽減判定所得の見直し。など当該条例の一部改正につ
　　いて専決処分したもの。

　6 月定例会は、6 月 4 日から 27 日まで開催され、条例議案
１件、予算議案 5 件、発議案１件、人事案件 23 件、その他
11 件を審議しました。
　主な議案は次のとおりです。

（主なものを
　抜粋して掲載）条例制定・改正など

6 月定例会

YATSUSHIROSHI

GIKAI

農業生産総合対策事業

おもてなし事業

放課後子ども環境整備事業

議会運営事務事業

◆国の生産総合事業 （強い農業づくり交付金） を
　活用し、生産・流通コストの低減に向けた取り
　組みに必要な共同利用施設の導入等に要する
　経費の一部を補助するもの。

　　　　 ９億７, ２５０万円
　　　　　　　　　財源内訳： 県支出金  全額 

◆インバウンドの誘客促進を図るために、７月１日
　にオープンする「くまナンステーション」を新
　たな観光物産の拠点と位置づけ、本市を訪れ
　る国内外の観光客等に対し、「おもてなし」を
　展開するため、中心商店街やくまモンスクエア
　等と一体となったキャンペーンの実施等に要す
　る経費。

　　　　　　　　６９８万円
                   財源内訳：県支出金　　３４９万円

◆放課後児童クラブの待機児童の解消と活動環
　境の改善を図るための施設整備に要する経費。

　　　　　　６, ６３４万円
        財源内訳： 国庫支出金   ３０９８万円
                        県支出金 　　   ７７４万円
                        市　債 　　　２６１０万円

　　　【しらぬい児童クラブ】新設
　　　【鏡すくすくスクール】移転新築

◆平成２１年度以降、実施凍結となっていた議員
　の海外行政視察を凍結解除することにより、市
　長のみならず、議会としても諸外国の行政事情
　（農業・流通・販路拡大・港など ) を調査・見聞
　することにより得られた知識を市政運営に資す
　ることを目的とした議員の海外行政視察に要す
　る経費。
　　　　　　　　２８０万円

予 算
平成 30 年度一般会計補正予算 14 億 8,500 万円

平成 30 年度 一般会計補正予算など（主なものを
　抜粋して掲載）
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と
に
よ
り
八
代
生
活
環
境
事
務
組
合
規
約
中
、
負

担
金
割
合
の
基
礎
と
さ
れ
る
国
勢
調
査
人
口
割
が
、

二
十
％
か
ら
五
十
％
に
変
更
さ
れ
る
な
ど
の
改
正
が

行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
本
市
の
年
間
負
担
金
が

四
千
七
百
二
十
万
四
千
円
減
額
と
な
っ
た
こ
と
に
伴

い
補
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
の
主
な
質
疑

○
負
担
金
の
基
礎
と
な
る
国
勢
調
査
人
口
割
の
算
定

　

方
法
に
つ
い
て

○
減
額
補
正
分
が
環
境
セ
ン
タ
ー
の
経
費
に
与
え
る

　

影
響
に
つ
い
て

委
員
長
報
告

経
済
企
業
委
員
会

説
明　

本
事
業
は
、
一
般
社
団
法
人
Ｄ
Ｍ
Ｏ
や
つ
し

ろ
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
、
く
ま
ナ
ン
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

の
オ
ー
プ
ン
を
契
機
と
し
て
、
本
市
を
訪
れ
る
外
国

人
観
光
客
等
に
対
し
、
お
も
て
な
し
を
展
開
す
る
た

め
、
中
心
市
街
地
の
商
店
街
や
熊
本
市
内
に
あ
る
、

「
く
ま
モ
ン
ス
ク
エ
ア
」
等
と
連
携
し
た
誘
客
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
の
実
施
等
に
要
す
る
経
費
を
補
正
す
る
も

の
で
あ
る
。

答　

本
町
ア
ー
ケ
ー
ド
街
に
は
九
カ
所
、
誰
で
も
使

え
る
「
く
ま
も
と
フ
リ
ー
W
i-

F
i
」
を
整
備
し

て
い
る
が
、
同
時
に
大
人
数
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
に
対

応
で
き
な
い
部
分
も
あ
る
。
そ
こ
で
今
後
は
、
店
舗

及
び
商
工
会
議
所
の
関
係
者
と
協
議
し
な
が
ら
環
境

整
備
も
含
め
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

意
見　

先
日
、
本
町
ア
ー
ケ
ー
ド
に
お
い
て
、
海
外

か
ら
お
越
し
の
方
を
対
象
と
し
た
事
業
が
開
催
さ
れ

て
お
り
、
今
回
の
補
正
は
非
常
に
時
を
得
た
も
の
で

あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
今
後
も
必
要
に
応
じ
て
適

切
に
事
業
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
職
員
・
市
民
一

体
と
な
っ
て
お
も
て
な
し
の
風
土
を
つ
く
り
あ
げ
て

い
た
だ
き
た
い
。

　
全
て
の
議
案
を
本
会
議
で
き
め
細
か
く
審
議
す

る
こ
と
は
効
率
的
で
は
な
い
た
め
、
八
代
市
議
会

に
お
い
て
は
、
所
管
の
各
委
員
会
に
付
託
さ
れ
審

査
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
委
員
会
で
審
査
・
調
査
を
行
っ
た
結
果
は
、
委

員
長
か
ら
本
会
議
に
お
い
て
報
告
が
行
わ
れ
ま

す
。

　
こ
こ
で
は
、
六
月
二
十
七
日
に
行
わ
れ
た
委
員

長
報
告
を
抜
粋
し
て
掲
載
い
た
し
ま
す
。

◆
平
成
三
十
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補
正
予
算
・
第
三
号
・

　
お
も
て
な
し
事
業
に
つ
い
て

問　

本
町
商
店
街
の
各
店
舗
に
お
い
て
W
i-

F
i

環
境
の
接
続
が
不
安
定
で
あ
る
と
の
声
を
聞
く
が
そ

の
整
備
に
つ
い
て

建
設
環
境
委
員
会

説
明　

本
負
担
金
は
現
在
、
千
丁
町
、
鏡
町
、
東
陽

町
、
泉
町
、
氷
川
町
か
ら
発
生
す
る
一
般
廃
棄
物

を
、
八
代
生
活
環
境
事
務
組
合
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

で
処
理
す
る
た
め
の
運
営
管
理
に
要
す
る
本
市
負
担

分
で
あ
る
。
ま
た
、
今
回
、
ご
み
の
受
け
入
れ
開
始

に
伴
い
、
平
成
三
十
年
七
月
か
ら
北
部
ブ
ロ
ッ
ク
で

あ
る
千
丁
町
、
鏡
町
、
東
陽
町
、
泉
町
か
ら
出
さ
れ

る
一
般
廃
棄
物
の
搬
入
先
が
、
こ
れ
ま
で
の
八
代
生

活
環
境
事
務
組
合
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
か
ら
八
代
市

環
境
セ
ン
タ
ー
へ
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ

説
明　

本
事
業
は
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
・
鏡
す
く
す

く
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
、
十
分
な
ス
ペ
ー
ス
が
な

く
、
利
用
希
望
者
の
増
加
に
対
応
で
き
ず
、
待
機
児

童
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
ス
ク
ー
ル
の
移

転
新
築
に
要
す
る
費
用
。
さ
ら
に
は
、
松
高
小
学
校

区
に
お
い
て
は
、
近
隣
校
区
か
ら
の
利
用
希
望
者
の

増
加
に
伴
い
待
機
児
童
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら

し
ら
ぬ
い
児
童
ク
ラ
ブ
を
新
設
す
る
た
め
に
要
す
る

費
用
を
補
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

◆
平
成
三
十
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補
正
予
算
・
第
三
号
・

　
生
活
環
境
事
務
組
合
負
担
金
事
業
に
つ
い
て

文
教
福
祉
委
員
会

◆
平
成
三
十
年
度
八
代
市
一
般
会
計
補
正
予
算
・
第
三
号
・
　

　
放
課
後
こ
ど
も
環
境
整
備
事
業
に
つ
い
て
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そ
の
他
の
主
な
質
疑

○
食
育
研
究
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て

○
人
権
教
育
研
究
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て

問　

今
回
補
正
対
象
と
な
っ
て
い
る
両
児
童
ク
ラ
ブ
そ

れ
ぞ
れ
の
児
童
数
に
つ
い
て

問　

今
回
の
事
業
に
よ
り
、
両
児
童
ク
ラ
ブ
近
隣
の
待

機
児
童
は
解
消
で
き
る
の
か
。

問　

今
回
整
備
す
る
こ
と
で
、
本
市
全
体
の
待
機
児
童

解
消
が
図
ら
れ
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

答　

鏡
す
く
す
く
ス
ク
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
現
在

三
十
五
名
の
児
童
が
利
用
し
て
い
る
が
、
今
回
の
増

設
に
よ
り
四
十
名
程
度
の
受
け
入
れ
が
可
能
と
な

る
。
ま
た
、
し
ら
ぬ
い
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
も
、

概
ね
四
十
名
の
受
け
入
れ
が
可
能
と
な
る
。

答　

現
在
、
鏡
す
く
す
く
ス
ク
ー
ル
の
待
機
児
童
は

六
名
。
ま
た
、
松
高
小
学
校
区
に
お
け
る
待
機
児
童

は
十
五
名
。
さ
ら
に
、
近
隣
の
八
代
小
学
校
区
及
び

代
陽
小
学
校
区
の
待
機
児
童
も
含
め
て
解
消
で
き
る

と
考
え
て
い
る
。

答　

本
市
全
体
で
は
五
十
五
名
の
待
機
児
童
が
お

り
、
今
回
の
整
備
に
よ
り
、
市
全
体
す
べ
て
が
解
消

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
今
後
も
引
き
続

き
解
消
に
向
け
て
検
討
し
て
い
く
。

総
務
委
員
会

説
明　

本
件
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
が
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
に
公
布
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
八
代
市
市
税
条
例
に
お
い
て
も
必
要

な
改
正
を
行
い
、
専
決
処
分
し
た
も
の
で
あ
る
。

◆
八
代
市
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
係
る
　

　
専
決
処
分
の
報
告
及
び
そ
の
承
認
に
つ
い
て

問　

委
員
か
ら
、
今
回
の
改
正
の
う
ち
、
個
人
市
民

税
に
お
い
て
、
市
民
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
受
け
る
の
か
。

答　

今
回
、
給
与
所
得
控
除
を
引
き
下
げ
る
か
わ
り

に
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
た
め
、
平
均
的
な
給
与

収
入
の
方
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
影
響
は
な
い

が
、
給
与
所
得
控
除
の
上
限
と
な
る
金
額
及
び
控
除

額
を
引
き
下
げ
る
こ
と
か
ら
、
給
与
所
得
控
除
の
上

限
額
を
超
え
る
収
入
の
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
影
響

が
出
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
主
な
質
疑

○
海
外
行
政
視
察
に
伴
う
、
予
算
根
拠
に
つ
い
て

○
法
人
市
民
税
見
直
し
の
対
象
者
数
に
つ
い
て

○
た
ば
こ
税
率
の
引
き
上
げ
及
び
固
定
資
産
税
に
お

　

け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
係
る
特

　

例
措
置
の
市
民
へ
の
周
知
に
つ
い
て
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新庁舎建設促進特別委員会（最終報告）
　
新
庁
舎
建
設
促
進
特
別
委
員
会
（
平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日
設
置
）
に

付
託
さ
れ
た
特
定
事
件
で
あ
る
新
庁
舎
建
設
に
関
す
る
諸
問
題
の
調
査
に
つ
い

て
、
委
員
会
設
置
以
来
、
調
査
期
間
を
新
庁
舎
建
設
基
本
設
計
策
定
ま
で
の
間

と
し
、
延
べ
八
回
に
わ
た
り
、
執
行
部
か
ら
事
業
の
進
捗
等
に
つ
い
て
聴
取
す

る
と
と
も
に
資
料
等
の
提
出
を
求
め
調
査
を
行
っ
て
き
た
。

　
そ
こ
で
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
本
委
員
会
で
、
新
庁

舎
建
設
基
本
設
計
が
示
さ
れ
、
本
定
例
会
の
最
終
日
で
あ
る
六
月
二
十
七
日
に

委
員
長
よ
り
最
終
の
報
告
が
行
わ
れ
た
。

１. 市民にやさしい庁舎
２. 変化に対応できる庁舎
３. 安全・安心の拠点となる庁舎
４. 環境にやさしい庁舎

５. 交流の拠点となる庁舎
６. 歴史と景観に調和した庁舎
７. 市民に親しまれる議会庁舎

基本構想に掲げる 7 つのテーマ
（新庁舎建設の全体コンセプト）

▲外観イメージ

◆  ◆ ◆ ◆新庁舎建設促進特別委員会への執行部からの報告及びこれまでの主な審議経緯◆ ◆ ◆

平成２９年　（説明）
１０月２３日　　・総面積おおむね１万９０００㎡の条件で想定される行政機能及び防災機能等について
　　　　　　　　・財源については、平成２８年熊本地震に係る国の一般単独災害復旧事業債を活用
　　　　　　　　　（起債対象の上限となる面積は、被災前の職員数をもとに積算された約１万９８００㎡）
　　　　　　（質疑）
　　　　　　　　・今回想定されている防災拠点スペースで、防災機能は十分に果たされるのか。
　　　　　　（答弁）
　　　　　　　　・非常時に想定される救援物資の仮置き場等については、天候に左右されない災害活動支援スペースと
　　　　　　　　　して屋内に配置する必要があり。しかし、現予定面積では、これらの配置が非常に困難であり、防災
　　　　　　　　　拠点施設として求められる機能が一部不足している状況にあると認識している。そこで、現在、地下
　　　　　　　　　免震層に一定の余剰空間をつくり、これらのスペースを配置するよう検討している。→今後、総面積
　　　　　　　　　増の可能性あり。
　　　　　　　　　 　また、総面積増床により、一般単独災害復旧事業債の面積超過分については、合併特例債も併せて
　　　　　　　　　活用する。

平成３０年　（説明）
６月２２日　　　・基本設計の策定に当たっては、基本構想に掲げる７つのテーマをコンセプトとし、設計を行った。
　　　　　　　　   ・地下柱頭免震構造により発生する地下免震層を１．７５ｍ嵩上げすることで、余剰空間ができ、
　　　　　　　　　平常時は公用車駐車場。災害時は、救援物資等の仮置き場等に有効活用可能となる。
　　　　　　　　・概算工事費は、建築工事などの本体工事費として約１３４億円（税込み）付帯工事等として
　　　　　　　　　２８億８０００万円（税込み）
　　　　　　（質疑）
　　　　　　　　・地下部分の増床に伴う工事費増について。
　　　　　　（答弁）
　　　　　　　　・今回の地下構造により、免震層を約１．７５ｍ嵩上げし、人の出入りが可能な内部空間としたことから、
　　　　　　　　 建築基準法上の述べ床面積に算入されるが、実際にかかる建築費用は、単に平米単価と面積から算出され
　　　　　　　　　る２０億円ではなく、嵩上げ分に係る費用となり、その金額は、２億円から３億円であることを設計
　　　　　　　　　受託者に確認している。

（施設の概要）
所　在　地：八代市松江城町 1 番 25 号（現庁舎敷地）
規　　模：地上 6 階＋塔屋階（７階）、地下１階
構造形式：地下柱頭免震構造　鉄骨造（床の一部 CLT）
延床面積：約２６，５００㎡　最高高さ：約３０．８ｍ　駐車場台数：182 台（一般用）

⇩市民へのパブリックコメント実施
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質 疑
一 般 質 問

　議案に対する質疑と市政の各般にわたる一般質問は、6 月 11 日から 14 日までの 4 日間、14 人
が通告・登壇し、幅広い活発な議論が展開されました。
　主な質問のあらましと答弁の要旨は、次のとおりです。（通告順）

○
本
市
の
農
業
の
現
状
と
課
題
及
び
対
策
に
つ
い

　

て
○
本
市
の
観
光
振
興
政
策
に
つ
い
て

○
本
市
の
防
災
体
制
に
つ
い
て

◆
本
市
の
農
業
の
現
状
と
課
題
及
び
対
策
に
つ
い
て

問　

中
村
市
政
二
期
目
の
も
と
、
今
年
三
月
に
第
二

次
八
代
市
総
合
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。
本
市
の
港
の

発
展
と
同
時
に
、
本
市
発
展
に
繋
げ
て
い
く
た
め
に

も
農
業
は
決
し
て
衰
退
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

今
後
の
農
業
の
発
展
を
見
据
え
て
、
本
市
の
農
業
の

現
状
と
課
題
及
び
対
策
を
問
う
。
ま
た
、
ト
マ
ト
施

設
の
増
設
に
対
す
る
市
の
考
え
方
と
技
能
実
習
制
度

の
現
状
と
産
地
に
対
す
る
市
の
考
え
方
を
伺
う
。

答　

農
林
水
産
部
長　

担
い
手
の
確
保
及
び
育
成
等

の
課
題
に
対
し
て
集
落
営
農
組
織
の
育
成
、
安
心
・

安
全
な
農
作
物
の
供
給
体
制
の
構
築
等
の
取
り
組
み

を
進
め
る
。
ま
た
、
市
場
か
ら
は
八
代
産
ト
マ
ト
の

さ
ら
な
る
供
給
に
も
対
応
で
き
る
と
聞
い
て
お
り
、

今
後
も
必
要
な
支
援
を
行
う
。
技
能
実
習
制
度
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
度
に
実
習
期
間
の
延
長
、

管
理
体
制
の
強
化
等
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。

　

本
市
に
は
多
く
の
農
作
物
の
産
地
が
形
成
さ
れ
て

お
り
、
産
地
を
守
る
た
め
に
、
所
要
の
対
策
を
講
じ

る
一
方
で
臨
機
応
変
な
対
応
へ
の
準
備
が
必
要
と
考

え
て
い
る
。

前川 祥子

問答 質問通告

○
人
口
激
減
時
代
と
本
市
の
成
長
戦
略
に
つ
い

　

て
○
市
道
の
防
災
対
策
に
つ
い
て

◆
市
道
の
防
災
対
策
に
つ
い
て

問　

本
年
四
月
に
落
石
事
故
が
発
生
し
た
市
道
合
志

野
・
中
鶴
線
は
、
坂
本
町
内
国
道
よ
り
鶴
喰
地
区
へ

通
じ
て
お
り
、
中
間
に
あ
る
渋
利
集
落
の
重
要
な
生

命
線
で
あ
る
と
と
も
に
八
竜
天
文
台
へ
の
ア
ク
セ
ス

道
路
で
あ
る
。
近
年
は
年
間
通
し
て
土
砂
流
出
や
落

石
が
後
を
絶
た
ず
、
渋
利
住
民
の
生
命
危
険
度
が
増

し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
路
線
の
危
険
性
の
認
知
と

今
後
の
応
急
・
根
本
的
な
防
災
対
策
に
つ
い
て
伺

う
。

答　

建
設
部
長　

本
路
線
は
、
道
路
へ
の
落
石
や
土

砂
流
出
等
の
可
能
性
が
あ
る
箇
所
が
存
在
し
、
災
害

が
発
生
し
た
場
合
は
地
域
の
生
活
基
盤
や
自
然
公
園

へ
の
ア
ク
セ
ス
を
失
う
こ
と
か
ら
、
防
災
対
策
の
必

要
性
を
認
識
し
て
い
る
。

　

国
道
二
一
九
号
か
ら
渋
利
地
区
ま
で
の
内
、
対
策

が
必
要
な
箇
所
を
三
工
区
に
分
け
て
順
次
防
災
対
策

を
進
め
る
計
画
で
あ
る
。
今
年
度
に
は
一
部
工
事
着

手
の
予
定
だ
が
、
区
間
全
体
の
完
了
ま
で
に
は
期
間

を
要
す
る
た
め
斜
面
内
に
転
石
等
が
見
受
け
ら
れ
る

箇
所
に
つ
い
て
は
応
急
的
な
防
護
柵
設
置
等
の
速
や

か
な
対
策
を
行
う
。

上村 哲三

問答 質問通告
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○
防
災
行
政
無
線
の
整
備
に
つ
い
て

○
八
代
市
畳
表
張
替
助
成
事
業
に
つ
い
て

○
児
童
の
登
下
校
時
に
対
す
る
見
守
り
活
動
に

　

つ
い
て

◆
児
童
の
登
下
校
時
に
対
す
る
見
守
り
活
動
に
つ
い

て問　

最
近
、
子
供
が
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
る
事
件
が
発

生
し
、
子
供
た
ち
の
登
下
校
時
を
含
め
た
安
全
確
保
は

子
を
持
つ
親
に
と
っ
て
身
近
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
市
に
お
け
る
子
供
た
ち
の
登
下
校
時
の
安

全
対
策
は
ど
の
よ
う
な
現
状
に
な
っ
て
い
る
か
問
う
。

答　

教
育
部
長　

登
下
校
の
安
全
対
策
は
、
学
校
が
中

心
と
な
り
、
家
庭
、
地
域
、
関
係
機
関
等
と
連
携
し
て

取
り
組
ん
で
い
る
。
学
校
で
は
、
不
審
者
か
ら
身
を
守

る
学
習
や
不
審
者
対
応
の
避
難
訓
練
を
実
施
す
る
ほ

か
、
学
校
独
自
の
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、

不
測
の
事
態
に
備
え
て
い
る
。
家
庭
や
地
域
で
は
、
登

下
校
時
に
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
見

守
り
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
、
交
通
安
全
協
会
、
防
犯
協
会
等
、
子
供
た
ち
の
登

下
校
の
安
全
対
策
に
御
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
る
。

○
公
共
施
設
に
お
け
る
ウ
オ
ー
タ
ー
ク
ー
ラ
ー

　

の
設
置
に
つ
い
て

○
津
波
、
高
潮
、
洪
水
時
に
お
け
る
高
所
避
難

　

所
に
つ
い
て

○
避
難
所
に
お
け
る
手
押
し
ポ
ン
プ
設
置
推
進

　

に
つ
い
て

○
公
営
住
宅
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
飼
育
の
あ
り
方

　

に
つ
い
て

◆
津
波
、
高
潮
、
洪
水
時
に
お
け
る
高
所
避
難
所
に

つ
い
て

問　

津
波
や
高
潮
、
堤
防
決
壊
に
よ
る
洪
水
が
発
生
し

た
場
合
、
特
に
平
野
部
の
住
民
か
ら
高
所
へ
の
逃
げ
場

が
な
く
、
と
て
も
不
安
で
あ
る
と
の
声
が
多
い
。
東
北

復
興
時
の
津
波
避
難
タ
ワ
ー
の
設
置
、
外
階
段
を
つ
く

り
屋
上
へ
避
難
、
本
市
私
立
保
育
園
が
導
入
し
た
大
人

五
十
五
名
収
容
の
船
式
の
避
難
シ
ェ
ル
タ
ー
な
ど
、
球

磨
川
水
系
の
浸
水
想
定
区
域
や
海
、
河
川
沿
岸
地
域
を

優
先
的
に
対
策
を
と
る
考
え
を
問
う
。

答　

総
務
企
画
部
長
　
本
市
の
高
所
避
難
の
考
え
方
に

つ
い
て
は
災
害
が
予
想
さ
れ
る
場
合
、
事
前
に
高
台
に

避
難
す
る
「
水
平
避
難
」、
災
害
時
に
身
に
危
険
が
迫
っ

て
い
て
安
全
な
場
所
ま
で
避
難
す
る
時
間
が
な
い
場

合
、
自
宅
や
隣
接
建
物
の
二
階
等
へ
緊
急
的
に
一
時
避

難
す
る
「
垂
直
避
難
」
を
基
本
と
し
て
い
る
。

　

高
所
避
難
に
つ
い
て
は
、「
津
波
・
水
害
避
難
ビ
ル
」

の
協
定
を
ふ
や
し
、
市
有
施
設
の
屋
上
の
活
用
を
図
る

と
と
も
に
、
議
員
御
案
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
参
考

に
し
な
が
ら
有
効
な
避
難
体
制
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

く
。

田方 芳信

問

問

答

答

質問通告

質問通告

質問通告

○
障
害
者
福
祉
施
設
に
お
け
る
共
生
型
サ
ー
ビ

　

ス
に
つ
い
て

○
家
族
へ
の
介
護
支
援
に
つ
い
て

○
男
女
共
同
参
画
推
進
事
業
に
つ
い
て

○
ア
サ
リ
養
殖
の
現
状
と
課
題
及
び
今
後
の
取

　
り
組
み
に
つ
い
て

◆
ア
サ
リ
養
殖
の
現
状
と
課
題
及
び
今
後
の
取
り

組
み
に
つ
い
て

問　

鏡
漁
協
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
の
九
州

北
部
豪
雨
以
降
、
休
止
し
て
い
た
ア
サ
リ
の
潮
干
狩

り
を
六
年
ぶ
り
に
四
月
一
日
か
ら
解
禁
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
市
に
お
い
て
も
ま
さ
に

朗
報
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
市
に
お
け

る
ア
サ
リ
養
殖
の
現
状
と
課
題
及
び
取
り
組
み
に
つ

い
て
問
う
。

答　

農
林
水
産
部
長　

ア
サ
リ
は
、
平
成
二
十
三
年

六
月
の
記
録
的
大
雨
に
よ
り
、
壊
滅
的
な
被
害
に
見

舞
わ
れ
て
以
降
、
五
年
間
は
回
復
の
兆
し
が
見
え
な

い
ま
ま
、
一
部
の
漁
場
で
の
漁
獲
に
限
ら
れ
て
い

た
。
こ
れ
ま
で
、
ア
サ
リ
の
母
貝
放
流
や
ア
サ
リ
稚

貝
着
底
促
進
基
質
の
設
置
、
食
害
対
策
で
あ
る
被
覆

網
の
設
置
や
食
害
生
物
の
駆
除
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
を
継
続
的
に
実
施
し
て
き
た
。

　

こ
の
結
果
、
一
部
の
漁
場
に
お
い
て
回
復
の
兆
し

が
見
ら
れ
始
め
て
い
る
。
今
後
も
、
県
及
び
漁
協
と

連
携
を
図
り
な
が
ら
、
ア
サ
リ
資
源
回
復
に
向
け
支

援
を
行
っ
て
い
く
。

橋本 隆一

問答

太田 広則

○
本
市
の
農
業
の
現
状
と
課
題
及
び
対
策
に
つ
い

　

て
○
本
市
の
観
光
振
興
政
策
に
つ
い
て

○
本
市
の
防
災
体
制
に
つ
い
て

◆
本
市
の
農
業
の
現
状
と
課
題
及
び
対
策
に
つ
い
て

問　

中
村
市
政
二
期
目
の
も
と
、
今
年
三
月
に
第
二

次
八
代
市
総
合
計
画
が
策
定
さ
れ
た
。
本
市
の
港
の

発
展
と
同
時
に
、
本
市
発
展
に
繋
げ
て
い
く
た
め
に

も
農
業
は
決
し
て
衰
退
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

今
後
の
農
業
の
発
展
を
見
据
え
て
、
本
市
の
農
業
の

現
状
と
課
題
及
び
対
策
を
問
う
。
ま
た
、
ト
マ
ト
施

設
の
増
設
に
対
す
る
市
の
考
え
方
と
技
能
実
習
制
度

の
現
状
と
産
地
に
対
す
る
市
の
考
え
方
を
伺
う
。

答　

農
林
水
産
部
長　

担
い
手
の
確
保
及
び
育
成
等

の
課
題
に
対
し
て
集
落
営
農
組
織
の
育
成
、
安
心
・

安
全
な
農
作
物
の
供
給
体
制
の
構
築
等
の
取
り
組
み

を
進
め
る
。
ま
た
、
市
場
か
ら
は
八
代
産
ト
マ
ト
の

さ
ら
な
る
供
給
に
も
対
応
で
き
る
と
聞
い
て
お
り
、

今
後
も
必
要
な
支
援
を
行
う
。
技
能
実
習
制
度
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
度
に
実
習
期
間
の
延
長
、

管
理
体
制
の
強
化
等
の
改
正
が
な
さ
れ
た
。

　

本
市
に
は
多
く
の
農
作
物
の
産
地
が
形
成
さ
れ
て

お
り
、
産
地
を
守
る
た
め
に
、
所
要
の
対
策
を
講
じ

る
一
方
で
臨
機
応
変
な
対
応
へ
の
準
備
が
必
要
と
考

え
て
い
る
。
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○
八
代
市
地
域
防
災
計
画
に
つ
い
て

○
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

○
税
の
納
期
の
細
分
化
に
つ
い
て

◆
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

問　

市
長
は
、
昨
年
十
二
月
新
庁
舎
の
延
べ
床
面
積

一
万
九
千
平
方
メ
ー
ト
ル
総
事
業
費
百
十
二
億
円
か

ら
、
二
万
六
千
平
方
メ
ー
ト
ル
百
六
十
二
億
円
に
拡
大

さ
れ
、
基
本
設
計
に
お
い
て
は
、
当
時
の
計
画
か
ら
三

か
月
遅
れ
と
な
っ
て
い
る
。
進
捗
状
況
と
遅
延
理
由
を

伺
う
。

答　

財
務
部
長　

現
在
、
市
民
窓
口
ア
ン
ケ
ー
ト
や
議

会
、
基
本
設
計
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
や
内
部
協
議
で
出
さ
れ

た
意
見
を
取
り
ま
と
め
調
整
し
て
い
る
。
遅
延
理
由
は
、

主
に
新
庁
舎
に
必
要
な
機
能
の
検
証
作
業
と
執
務
室
等

の
大
き
さ
や
配
置
に
つ
い
て
協
議
し
、
構
造
や
設
備
の

検
証
に
時
間
を
要
し
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。

問　

五
十
億
円
追
加
し
て
も
駐
車
場
不
足
の
課
題
は
解

決
し
て
い
な
い
。
地
下
利
用
の
他
に
比
較
検
討
さ
れ
た

の
か
、
検
討
内
容
と
そ
の
評
価
を
伺
う
。

答　

財
務
部
長　

駐
車
場
を
地
下
に
し
た
経
緯
は
、
設

計
会
社
の
技
術
提
案
書
で
提
案
さ
れ
た
。
市
は
駐
車
場

の
確
保
に
苦
慮
し
て
い
た
た
め
計
画
を
進
め
た
。
建
物

と
の
連
続
性
並
び
に
土
地
利
用
の
有
効
活
用
が
図
ら

れ
、
地
下
駐
車
場
は
必
要
で
あ
る
。

○
中
山
間
地
域
の
農
業
振
興
に
つ
い
て

○
八
代
市
消
防
団
に
つ
い
て

◆
中
山
間
地
域
の
農
業
振
興
に
つ
い
て

問　

泉
地
域
の
お
茶
及
び
柚
子
生
産
に
つ
い
て
、
生
産

農
家
の
高
齢
化
に
よ
る
担
い
手
不
足
の
問
題
と
資
材
高

騰
な
ど
に
よ
る
生
産
性
の
低
迷
か
ら
経
営
状
態
は
大
変

厳
し
い
状
況
で
あ
る
。
生
産
地
に
つ
い
て
も
管
理
作
業

に
窮
し
、
近
年
で
は
、
荒
廃
園
が
目
立
つ
。
そ
こ
で
、

担
い
手
不
足
及
び
荒
廃
園
対
策
に
つ
い
て
伺
う
。
ま
た
、

品
質
、
生
産
性
の
向
上
と
販
路
拡
大
を
踏
ま
え
、
振
興

策
に
つ
い
て
問
う
。

答　

農
林
水
産
部
長　

担
い
手
不
足
は
地
域
内
の
潜
在

労
働
力
の
掘
り
起
こ
し
や
生
産
管
理
作
業
の
受
託
組
織

の
人
員
の
確
保
と
育
成
を
検
討
す
る
。

　

荒
廃
園
対
策
は
、　

県
の
中
山
間
農
業
モ
デ
ル
地
区

支
援
事
業
を
活
用
し
、
園
地
の
再
編
・
整
備
を
行
う
。

こ
の
他
、
国
の
山
村
活
性
化
対
策
を
活
用
し
、
農
薬
未

使
用
柚
子
を
使
用
し
た
マ
ー
マ
レ
ー
ド
や
菓
子
等
の
製

造
・
販
売
、
茶
の
実
を
活
用
し
た
加
工
品
試
作
、
そ
れ

ら
の
産
品
を
活
用
し
た
民
宿
・
旅
館
・
レ
ス
ト
ラ
ン
等

で
の
新
メ
ニ
ュ
ー
の
開
発
等
の
取
り
組
み
を
支
援
し
、

中
山
間
地
域
の
農
業
振
興
を
図
る
。

大倉 裕一

谷川 登

問

問

問 答

答

答 質問通告

質問通告

○
八
代
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
に
つ
い

　

て
○
新
庁
舎
建
設
基
本
設
計
に
お
け
る
増
額
理
由

　

と
な
っ
た
地
下
部
分
の
活
用
策
に
つ
い
て

○
八
代
市
地
域
防
災
計
画
に
お
け
る
避
難
所
の

　

整
備
計
画
状
況
に
つ
い
て

○
清
掃
セ
ン
タ
ー
解
体
予
定
と
跡
地
の
利
活
用

　

に
つ
い
て

◆
清
掃
セ
ン
タ
ー
解
体
予
定
と
跡
地
の
利
活
用
に

　
つ
い
て

問
　
本
件
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
定

例
会
に
て
「
大
雨
の
際
に
は
清
掃
セ
ン
タ
ー
付
近
で

冠
水
被
害
も
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、
解
体
後
の
跡
地

を
利
用
し
て
潮
遊
池
を
整
備
し
て
は
ど
う
か
」
と
の

提
案
も
含
め
、
解
体
予
定
や
跡
地
の
利
活
用
に
つ
い

て
質
問
し
た
。
そ
の
後
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

答
　
市
民
環
境
部
長
　
平
成
二
十
九
年
一
月
に
閉
鎖

や
解
体
、
跡
地
利
用
に
つ
い
て
検
討
を
実
施
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
環
境
セ
ン
タ
ー
工
事
の
整
備
促
進
と

清
掃
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
ス
ム
ー
ズ
な
業
務
移
行
が
最

優
先
と
の
意
見
に
達
し
、
そ
の
後
検
討
す
る
こ
と
と

し
た
。

問
　
現
時
点
で
の
具
体
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
示
し

に
く
い
と
思
う
が
、
環
境
セ
ン
タ
ー
の
完
成
も
控
え

再
度
、
解
体
と
跡
地
利
用
の
計
画
に
つ
い
て
伺
う
。

答
　
市
民
環
境
部
長
　
清
掃
セ
ン
タ
ー
の
残
留
物
処

理
や
敷
地
内
安
全
対
策
な
ど
の
閉
鎖
業
務
の
完
了

や
、
環
境
セ
ン
タ
ー
の
安
全
確
実
な
運
営
状
況
を
見

極
め
た
上
で
、
平
成
三
十
一
年
度
か
ら
清
掃
セ
ン

タ
ー
の
解
体
及
び
跡
地
の
利
活
用
に
つ
い
て
具
体
的

な
検
討
を
進
め
て
い
く
。

堀 徹男

質問通告問問 答答
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○
市
内
道
路
の
傷
み
状
況
の
認
識
と
今
後
の
整
備

　

計
画
に
つ
い
て

○
八
代
城
跡
群
と
松
浜
軒
・
松
井
神
社
周
辺
の
保

　

存
整
備
に
つ
い
て

○
新
庁
舎
建
設
に
重
要
な
支
所
活
用
の
考
え
方
に

　

つ
い
て

◆
市
内
道
路
の
傷
み
状
況
の
認
識
と
今
後
の
整
備
計

　
画
に
つ
い
て

問　

八
代
第
二
中
学
校
、
太
田
郷
小
学
校
前
の
道
路
は
雨

天
時
に
水
溜
ま
り
が
で
き
、
車
の
水
は
ね
に
よ
り
児
童
生

徒
が
水
を
か
ぶ
る
被
害
が
多
発
。
大
村
橋
か
ら
自
動
車
学

校
、
労
災
病
院
へ
抜
け
る
道
路
で
は
段
差
や
で
こ
ぼ
こ
が

多
く
八
代
で
一
番
ひ
ど
い
道
路
と
の
声
。
県
道
八
代
鏡
線

は
ス
ピ
ー
ド
を
出
す
車
が
多
く
危
険
と
の
声
。
ま
た
、
接

続
す
る
松
永
酒
屋
前
の
丁
字
路
周
辺
で
は
大
型
車
が
曲
が

る
度
に
地
震
の
よ
う
な
振
動
が
す
る
と
の
声
が
あ
る
。
執

行
部
の
認
識
と
対
応
策
に
つ
い
て
伺
う
。

答　

建
設
部
長　

二
中
前
、
大
村
橋
か
ら
労
災
病
院
方

面
の
市
道
二
路
線
は
、
劣
化
や
ひ
び
割
れ
の
度
合
が
低

く
「
八
代
市
舗
装
維
持
計
画
」
に
お
け
る
優
先
度
は
上

位
に
な
い
。
し
か
し
、
通
行
上
危
険
な
箇
所
が
あ
れ
ば

そ
の
都
度
適
切
に
対
応
す
る
。
県
道
八
代
鏡
線
は
舗
装

補
修
等
、
県
が
適
時
対
応
さ
れ
て
い
る
。

意
見　

事
故
が
起
こ
る
前
に
適
切
な
対
応
を
お
願
い
す

る
。
県
道
に
つ
い
て
も
困
っ
て
い
る
声
を
し
っ
か
り
と

県
に
伝
え
願
い
た
い
。

野﨑 伸也

問答 質問通告

○
八
代
地
域
の
イ
産
業
を
守
る
対
策
に
つ
い
て

○
少
子
高
齢
化
対
策
に
つ
い
て

○
農
機
具
に
対
す
る
支
援
事
業
に
つ
い
て

◆
八
代
地
域
の
イ
産
業
を
守
る
対
策
に
つ
い
て

問　

本
市
の
イ
産
業
は
、
生
産
者
の
必
死
の
努
力
で
今

日
が
あ
る
。
平
成
十
六
年
に
中
国
産
畳
表
が
大
量
に
輸

入
さ
れ
、
価
格
の
低
迷
に
よ
り
平
成
二
十
九
年
に
は
作

付
面
積
・
農
家
戸
数
、
生
産
枚
数
等
が
全
盛
期
の
十
分

の
一
ま
で
激
減
し
、
産
地
が
危
急
存
亡
の
秋
と
な
っ
て

い
る
。
畳
文
化
の
維
持
や
継
承
、
発
展
に
は
、
国
の
法

整
備
の
特
別
立
法
の
制
定
を
求
め
る
べ
き
と
考
え
る
。

市
長
の
特
段
の
理
解
と
見
解
を
問
う
。

答　

市
長
　
イ
業
振
興
の
た
め
の
特
別
立
法
の
制
定
が

実
現
す
れ
ば
、「
畳
文
化
の
維
持
・
継
承
・
発
展
」
に

繋
が
る
も
の
と
期
待
さ
れ
、
生
産
者
を
初
め
イ
産
業
に

か
か
わ
る
方
々
の
意
欲
向
上
に
寄
与
し
、
産
地
の
存
続

に
向
け
た
大
き
な
弾
み
と
な
る
と
確
信
し
て
い
る
。

　

本
市
と
し
て
は
、
八
代
市
議
会
イ
業
振
興
議
員
連
盟

や
県
議
会
イ
業
振
興
議
員
団
、
県
や
氷
川
町
、
八
代
地

域
農
業
協
同
組
合
、
業
界
団
体
な
ど
と
連
携
し
、
日
本

一
の
イ
グ
サ
・
畳
表
の
産
地
と
し
て
、
特
別
立
法
に
向

け
た
積
極
的
な
要
望
活
動
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い

る
。

福嶋 安徳

問答 質問通告

○
県
道
中
津
道
八
代
線
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

○
有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て

○
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て

○
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

◆
公
文
書
の
管
理
に
つ
い
て

問　

財
務
省
の
公
文
書
改
ざ
ん
の
報
道
が
連
日
な
さ
れ

る
中
、
本
市
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理
実
態
に
つ
い
て

伺
う
。
ま
た
、
今
回
の
国
の
事
件
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

て
い
る
の
か
伺
う
。

答　

総
務
企
画
部
長　

公
文
書
と
は
職
員
が
職
務
上
作

成
し
た
文
書
、
ま
た
は
取
得
し
た
文
書
で
あ
り
、
組
織

的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
市
が
保
有
し
て
い
る
も
の
。

業
務
上
必
要
な
も
の
と
し
て
保
管
、
保
存
し
て
い
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
交
渉
記
録
や
メ
モ
も
公
文
書
と
な
る
。

文
書
管
理
規
程
に
基
づ
き
管
理
を
行
っ
て
お
り
、
種
別

や
重
要
度
に
応
じ
て
保
存
年
限
を
決
定
し
て
整
理
保
管

し
て
い
る
。
市
の
責
務
を
全
う
す
る
上
で
も
、
公
文
書

は
極
め
て
大
切
な
も
の
で
、
公
文
書
の
改
ざ
ん
は
決
し

て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
行
為
で
あ
る
。

問　

そ
れ
で
も
国
に
お
い
て
は
起
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、

改
ざ
ん
防
止
策
に
対
す
る
取
り
組
み
を
伺
う
。

答　

総
務
企
画
部
長　

公
文
書
は
市
民
の
共
有
財
産
で

あ
り
、
市
民
の
信
頼
を
決
し
て
損
ね
る
こ
と
の
な
い
よ

う
、
適
正
な
文
書
管
理
事
務
に
努
め
て
い
く
。

亀田 英雄

問問 答答 質問通告
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○
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

◆
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

問　

昨
年
の
十
二
月
定
例
会
に
お
い
て
、
機
能
不
足

を
理
由
に
、
面
積
を
七
千
平
方
メ
ー
ト
ル
追
加
し
、

合
計
二
万
六
千
平
方
メ
ー
ト
ル
と
し
て
総
事
業
費

百
六
十
二
億
円
と
報
告
さ
れ
、
そ
の
費
用
の
多
く
は

起
債
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
追
加
さ

れ
た
地
下
駐
車
場
等
の
有
用
性
、
起
債
の
内
訳
、
充

当
率
及
び
交
付
税
措
置
と
本
市
の
実
質
負
担
額
。
さ

ら
に
庁
舎
建
設
基
金
二
十
一
億
円
の
活
用
に
つ
い
て

問
う
。

答　

財
務
部
長　

地
下
駐
車
場
等
は
、
大
規
模
災
害

時
に
は
、
備
蓄
倉
庫
へ
の
物
資
を
運
搬
す
る
た
め
の
一

時
的
な
仮
置
き
場
等
と
し
て
の
利
用
な
ど
災
害
活
動
の

支
援
空
間
と
し
て
有
効
と
判
断
。

　

財
源
は
、
市
債
百
五
十
二
億
円
と
し
て
、
充
当
率

百
％
、
交
付
税
措
置
最
大
八
五•

五
％
の
一
般
単
独
災

害
復
旧
事
業
債
を
百
十
三
億
円
、
充
当
率
九
五
％
、
交

付
税
措
置
七
十
％
の
合
併
特
例
債
を
三
十
四
億
円
、
充

当
率
七
五
％
、
交
付
税
措
置
な
し
の
一
般
単
独
事
業
債

を
五
億
円
予
定
。

　

実
質
負
担
額
は
四
十
五
億
円
で
見
込
ん
で
お
り
、
基

金
二
十
一
億
円
の
活
用
を
予
定
。

橋本 徳一郎

問答 質問通告

○
ご
み
対
策
に
つ
い
て

○
本
市
の
財
政
状
況
に
つ
い
て

○
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

○
職
員
の
研
修
の
あ
り
方
に
つ
い
て

○
平
成
三
十
年
度
の
人
事
異
動
に
つ
い
て

◆
新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て

問　

新
庁
舎
建
設
に
つ
い
て
は
、
現
在
想
定
さ
れ
て
い

る
事
業
費
を
見
直
し
、
本
市
の
財
政
状
況
に
見
合
っ
た

建
設
を
望
む
。
ま
た
、
建
設
に
つ
い
て
は
、
地
元
業
者

に
配
慮
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
、
地
元
業
者
の
さ
ら
な

る
育
成
の
た
め
、
地
元
企
業
に
よ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
で
実

施
し
て
は
ど
う
か
。
こ
の
こ
と
で
、
本
市
へ
の
税
収
・

活
性
化
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
建
設
に
対

す
る
地
元
業
者
へ
の
発
注
に
つ
い
て
問
う
。

答　

財
務
部
長
・
市
長
　
基
本
設
計
は
、
基
本
構
想
で

示
さ
れ
た
条
件
を
整
理
し
、
建
物
の
配
置
、
平
面
と

空
間
構
成
、
備
え
る
べ
き
機
能
及
び
性
能
、
内
外
の

デ
ザ
イ
ン
に
よ
り
イ
メ
ー
ジ
を
提
示
す
る
も
の
で
あ

り
、
今
後
、
取
り
組
む
実
施
設
計
に
お
い
て
、
面
積

や
事
業
費
に
つ
い
て
は
少
な
か
ら
ず
も
変
動
す
る
。

　

構
造
や
規
模
、
想
定
事
業
費
か
ら
す
べ
て
を
地
元

業
者
で
行
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
が
地
元
業
者
の
さ

ら
な
る
育
成
の
た
め
、
建
設
発
注
に
当
た
っ
て
は
、

で
き
る
限
り
地
元
業
者
へ
の
配
慮
を
行
っ
て
ま
い
り

た
い
と
考
え
て
い
る
。

問答

村上 光則

質問通告

○
住
宅
の
確
保
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
方
に
対
す

　

る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
公
的
促
進
に
つ
い
て

○
児
童
生
徒
の
登
下
校
時
等
に
お
け
る
安
全
確
保

　

に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
と
今
後
の
対

　

策
に
つ
い
て

○
市
立
の
学
校
教
職
員
及
び
市
職
員
の
自
家
用
車
の

　

公
用
使
用
の
現
状
と
今
後
の
あ
り
方
に
つ
い
て

◆
児
童
生
徒
の
登
下
校
時
等
に
お
け
る
安
全
確
保
に
対
す

　
る
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
と
今
後
の
対
策
に
つ
い
て

問　

近
年
、
八
代
署
管
内
に
お
け
る
子
供
へ
の
わ
い
せ

つ
・
声
掛
け
事
案
は
一
週
間
に
一
回
、
登
下
校
時
の
交

通
事
故
は
一
月
に
一
回
発
生
し
て
い
る
状
況
。
新
潟
市

で
の
女
児
殺
害
事
件
を
受
け
、
本
市
教
育
委
員
会
と
し

て
何
ら
か
の
対
応
を
さ
れ
て
い
る
の
か
伺
う
。

答　

教
育
部
長　

六
月
の
校
長
・
園
長
会
議
に
お
い
て

「
地
域
の
見
守
り
活
動
団
体
と
の
連
携
強
化
」
と
「
通

学
路
の
安
全
の
再
点
検
」
等
、
取
り
組
み
の
強
化
を
指

示
し
た
。

　

ま
た
、
今
後
、
速
や
か
に
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

見
直
し
を
行
い
、
安
全
確
保
に
取
り
組
み
た
い
。

問　

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
二
日
、
中
央
教
育
審

議
会
は
、「
登
下
校
時
の
見
守
り
活
動
は
、
学
校
・
教

師
の
本
来
的
業
務
で
は
な
く
、
地
方
公
共
団
体
等
が
中

心
と
な
っ
て
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ

る
。」
と
の
中
間
ま
と
め
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
受

け
て
の
市
長
部
局
所
管
部
署
の
考
え
を
伺
う
。

答　

市
民
環
境
部
長　

市
と
教
育
委
員
会
が
中
心
と

な
っ
て
、
通
学
路
に
お
け
る
安
全
確
保
を
効
果
的
に
行

う
こ
と
が
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
検
討
す
る
。

西濵 和博

問 問答答 質問通告
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経済企業委員会

各常任委員会の活動報告　（H30.3 月以降）

　経済企業委員会では、企業誘致等による雇用の拡大や地場産業の活性化に対する市の取り組みを聞
き、議会として適切な活性化策について議論を重ねてまいります。また、これから増加するクルーズ
船寄港に伴う観光客受け入れの対応策と八代市立病院再編の問題等についても検討し、有意義な方策
を市へ提言していきます。

主な調査項目
　　　　　　●産業・経済の振興に関する諸問題の調査
　　　　　　●病院・水道事業に関する諸問題の調査

管内調査について
日　程　　　平成 30 年 5 月 17 日㈭
視察先　　　●食肉センター跡地
　　　　　　●細川三齋公御荼毘所甘棠園跡地
　　　　　　●アユの中間育成水槽
　　　　　　●鏡オイスターハウス

★所管事項
　・経済文化交流部の所管に属する事項
　・農林水産部の所管に属する事項
　・農業委員会の所管に属する事項
　・病院及び水道局の所管に関する事項

参加委員 成松由紀夫（委員長） 西濵和博（副委員長）
亀田英雄 北園武広 庄野末藏 髙山正夫 増田一喜

視察先での様子

センター跡地の利活用に向けた
取り組みについて意見交換

▼食肉センター跡地

施設見学関係整備関係の状況確認

▼細川三齋公御荼毘所甘棠園跡地

アユの育成水槽の施設見学

▼アユの中間育成水槽

経営内容の報告と現状の課題解決に
向けた現地視察

▼鏡オイスターハウス
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建設環境委員会

主な調査項目

　　　　　　●都市計画・建設工事に関する諸問題の調査

　　　　　　●生活環境に関する諸問題の調査

管内調査について

日　程　平成 30 年 5 月 16 日㈬

視察先　　　●二見赤松町最終処分場　　　　　

　　　　　　●県道二見田浦線

　　　　　　●八代市環境センター

参加委員 中村和美（委員長） 百田　隆（副委員長）
太田広則 田方芳信 谷川　登 堀　徹男 山本　幸廣

　建設環境委員会では、今年度１０月からの環境センター「エコエイトやつしろ」の本格稼働開始に
伴い、本市の最善なごみ減量化対策について全力で取り組んでいきます。さらには自然災害が多発す
る中、市民が安心して生活できるインフラ整備に取り組んでいきます。

★所管事項

　・財務部のうち契約検査課の所管に属する事項

　・市民環境部のうち環境課、循環社会推進課、環境センター建設課及び環境センター管理課の
　　所管に属する事項

　・建設部の所管に属する事項

視察先での様子

最終処分場の現況報告と
現地視察

▼二見赤松最終処分場

環境センター現況確認とゴミの
受け入れに向けた情報交換

▼八代市環境センター

二見田浦線工事の進捗状況に
ついて意見交換

▼県道二見田浦線
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文教福祉委員会

管内調査を終えて
　今回は、「本市においての現状把握」をテーマに、障害児通所支援事業所や就労支援施設など障害者

への福祉サービス事業をメインに視察を行いました。施設スタッフや利用者の方とも触れ合い、とても

有意義な情報交換ができました。今後も、調査研究の成果を踏まえ、市民の皆様が心から安心して幸せ

に暮らせるよう政策提言に努めてまいりますので御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

主な調査項目
　　　　　　●教育に関する諸問題の調査

　　　　　　●保健・福祉に関する諸問題の調査

管内調査について

日　程　平成 30 年５月 17 日㈭

視察先　　　●八代市のぞみ母子センター
　　　　　　　・八代圏域地域療育センター・障害児通所支援事業所

　　　　　　●八代市立白島ぎんが保育園

　　　　　　●八代市立希望の里たいよう
　　　　　　　・特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所・生活介護事業所・就労移行支援事業

参加委員 上村哲三（委員長） 橋本幸一（副委員長）
金子昌平 鈴木田幸一 野㟢伸也 橋本徳一郎 福嶋安徳

視察先での様子

▼のぞみ母子センター ▼白島ぎんが保育園 ▼希望の里たいよう

児童発達支援センターに向けた
取り組みについて意見交換

民営化に向けた現状と課題に
ついて情報交換

就労及び特別避難所などの
施設見学

　文教福祉委員会では、「誰もが幸せを実感できるくらしの実現」に向け、地域医療と福祉の充実や
高齢者と障害者の見守り、また、健康長寿の推進とより良い教育環境の整備に向けた取り組みについ
て協議を進めています。

★所管事項
　・健康福祉部の所管に属する事項
　・教育委員会の所管に関する事項
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総務委員会

主な調査項目

　・行財政の運営に関する諸問題の調査

　・総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査

管外行政視察について
日　程　　　平成 30 年 ５月８日㈫　〜　10 日㈭

視察先　　　●倉敷市（岡山県）　移住定住の取り組みについて

　　　　　　●岡崎市（愛知県）　岡崎市地震対策アクションプランについて

　　　　　　●一宮市（愛知県）　市民が選ぶ市民活動支援について

参加委員 前川祥子（委員長） 村川清則（副委員長）
大倉裕一 橋本隆一 古嶋 津義 村上光則 村山俊臣

視察先での様子
▼委員会メンバー ▼管外行政視察写真

★所管事項

　・市長公室の所管に属する事項

　・総務企画部の所管に属する事項

　・財務部のうち財政課、新庁舎建設課、市民税課、資産税課及び納税課の所管に属する事項

　・市民環境部のうち市民活動政策課、市民課及び人権政策課の所管に属する事項

　・会計課の所管に属する事項

　・選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の所管に属する事項

　・他の委員会の所管に属しない事項

　総務委員会では、「安全・安心で魅力ある都市を築く」をテーマに、本市の行財政全体を見渡し、様々
な行政課題の解決に向けて取り組んでいきます。
　また、本市の指針となる総合計画についても、より良い事業が実施されるよう、協議・調査を進め
ていきます。
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平成３０年６月定例会採決結果
〔全会一致で可決した議案〕

〔賛成多数により可決した議案〕

議案番号 議　　案　　名

議案第 57 号 平成３０年度八代市一般会計補正予算（第３号）

議案第 58 号 平成３０年度八代市簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）

議案第 59 号 専決処分の報告及びその承認について（平成２９年度八代市一般
会計補正予算（第１０号））

議案第 60 号 専決処分の報告及びその承認について（八代市市税条例等の一部
を改正する条例）

議案第 61 号 専決処分の報告及びその承認について（八代市国民健康保険条例
の一部を改正する条例）

議案第 62 号 専決処分の報告及びその承認について（八代市国民健康保険税条
例の一部を改正する条例）

議案第 63 号 専決処分の報告及びその承認について（八代市一般職の職員の給
与に関する条例の一部を改正する条例）

議案第 64 号

専決処分の報告及びその承認について（八代市指定地域密着型
サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める
条例及び八代市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及
び運営に関する基準等を定める条例及び八代市指定地域密着型
介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域
密着型介護予防サービスに係る介護予防のために効果的な支援
の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一
部を改正する条例）

議案第 65 号 専決処分の報告及びその承認について（平成３０年度八代市一般
会計補正予算（第２号））

議案第 66 号 専決処分の報告及びその承認について（平成３０年度八代市国民
健康保険特別会計補正予算（第１号））

議案第 67 号 あらたに生じた土地の確認について

議案第 68 号 町区域の変更について

議案第 69 号 市道路線の認定について

議案第 70 号 八代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部改正について

議案第 71 号 平成３０年度八代市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案番号 議　　案　　名

議案第 72 号 平成３０年度八代市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）

議案第 73 号 平成３０年度八代市水道事業会計補正予算（第１号）

議案第 74 号 人権擁護委員候補者の推薦について（上田　優子氏）

議案第 75 号 人権擁護委員候補者の推薦について（竹村　博文氏））

議案第 76 号 人権擁護委員候補者の推薦について（今田　桂子氏）

議案第 77 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（猿渡　光次氏）

議案第 78 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（萩本　厚生氏）

議案第 79 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（中村　和人氏）

議案第 80 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（田口　一廣氏）

議案第 81 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（白石　勝敏氏）

議案第 82 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（中野　敏憲氏）

議案第 83 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（中村　道一氏）

議案第 84 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（内田　孝光氏）

議案第 85 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（本田　友治氏）

議案第 86 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（寺田　　浩氏）

議案第 87 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（深田　　智氏）

議案第 88 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（光永　信一氏）

議案第 89 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（髙野　康喜氏）

議案第 90 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（杉本　秀雄氏）

議案第 91 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（平野　英明氏）

議案第 92 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（松本　秀昭氏）

議案第 93 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（吉永安圭美氏）

議案第 94 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（萩本　一浩氏）

議案第 95 号 農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて（門田　静子氏）

議案第 96 号 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて（松川　由美氏）

発議案第８号 ヘルプマークのさらなる普及推進を求める意見書案

議案番号 議　　案　　名

増
田　

一
喜

田
方　

芳
信

成
松
由
紀
夫

福
嶋　

安
徳

金
子　

昌
平

北
園　

武
広

百
田　
　

隆

上
村　

哲
三

髙
山　

正
夫

前
川　

祥
子

橋
本　

幸
一

谷
川　
　

登

村
川　

清
則

古
嶋　

津
義

村
山　

俊
臣

西
濵　

和
博

中
村　

和
美

鈴
木
田
幸
一

橋
本　

隆
一

太
田　

広
則

橋
本
徳
一
郎

庄
野　

末
藏

亀
田　

英
雄

山
本　

幸
廣

堀　
　

徹
男

野
㟢　

伸
也

大
倉　

裕
一

村
上　

光
則

山本　幸廣君に対する懲罰の件に
ついて ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × 除 × × × ×

議案第 57 号 平成３０年度八代市一般会計補正
予算（第３号） ‐ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × × ×

○＝賛成　×＝反対　－＝議長及び欠席者　除＝除斥（規定により採決に加われない）　※増田一喜議員は議長のため採決には加わっておりません

　

平
成
三
十
年
六
月
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た
建
設
環

境
委
員
会
に
お
い
て
、
議
案
審
議
の
際
、
山
本
幸
廣

議
員
が
執
行
機
関
に
対
し
不
穏
当
な
発
言
を
行
い
、

本
発
言
は
、
地
方
自
治
法
第
百
三
十
二
条
（
言
論
の

品
位
）
及
び
八
代
市
議
会
会
議
規
則
第
百
五
十
一
条

（
品
位
の
尊
重
）
に
抵
触
す
る
と
し
て
、
六
月
二
十
一

日
に
橋
本
幸
一
議
員
外
四
名
か
ら
懲
罰
動
議
が
議
長

へ
提
出
さ
れ
た
。
一
方
、
翌
二
十
二
日
に
再
度
、
建

設
環
境
委
員
会
が
開
か
れ
、
山
本
議
員
か
ら
発
言
の

取
り
消
し
の
申
し
出
が
な
さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
本
動
議
に
つ
い
て
は
、
六
月
二
十
七
日

の
閉
会
日
冒
頭
で
、
本
動
議
が
賛
成
多
数
で
可
決
。

　

次
に
、
可
決
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
山
本
幸
廣
君

に
対
す
る
懲
罰
特
別
委
員
会
が
自
動
設
置
さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
本
特
別
委
員
会
で
懲
罰
に
つ
い
て
審
査
さ

れ
た
結
果
、
特
別
委
員
会
と
し
て
は
、
動
議
内
容
の

と
お
り
、
当
該
議
員
の
発
言
は
、
地
方
自
治
法
及
び

市
議
会
会
議
規
則
に
抵
触
す
る
と
し
、
ま
ず
、
賛
成

多
数
で
懲
罰
に
該
当
す
る
旨
決
定
さ
れ
、
そ
の
後
、

懲
罰
の
種
類
と
し
て
は
、
陳
謝
と
す
る
旨
決
定
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
本
会
議
に
お
い
て
、
当
該
特
別
委
員
会

委
員
長
に
よ
り
委
員
長
報
告
が
な
さ
れ
、
質
疑
・
討

論
が
行
わ
れ
た
後
、
賛
成
多
数
に
お
い
て
、
山
本
議

員
に
陳
謝
の
懲
罰
を
科
す
こ
と
が
本
会
議
で
決
定
さ

れ
た
。

　

こ
の
結
果
を
受
け
、
議
場
演
壇
に
お
い
て
、
山
本

幸
廣
議
員
に
よ
る
陳
謝
文
の
読
み
上
げ
が
行
わ
れ
た
。

動
議
の
提
出

　6 月定例会において

下記の意見書案が提出

され、原案のとおり可

決し、関係行政庁へ送

付しました。

◆ヘルプマークのさら

　なる普及推進を求め

　る意見書

意　見　書

ヘルプマーク

▲
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昨
今
、
異
常
気
象
が
続
く
中
、
西

日
本
集
中
豪
雨
が
発
生
、
土
砂
災
害

等
に
よ
り
、
多
く
の
犠
牲
者
が
出
ま

し
た
。
慎
ん
で
御
冥
福
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

　
今
後
も
、
大
雨
・
台
風
の
季
節
は

続
く
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
本
市
に
お

い
て
は
、
こ
と
し
、
八
代
市
球
磨
川

水
害
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
が
試
行
段
階
で

す
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、国
・

県
・
市
・
地
域
が
連
携
し
、
各
ス
テ
ー

ジ
毎
（
準
備
―
警
戒
―
避
難
―
措
置
）

ま
で
、
状
態
に
よ
り
誰
が
誰
に
指
示
・

行
動
す
る
か
を
詳
細
に
定
め
た
も
の

で
す
。
　

　
行
政
の
防
災
対
策
は
責
務
で
す
。
市

民
の
皆
様
も
、
常
に
災
害
時
の
備
え
、

対
応
策
を
心
得
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
夏
は
例
年
以
上
に
、
異

常
な
暑
さ
だ
と
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
熱
中
症
対
策
な
ど
忘
れ
ず
に
、
体

調
に
は
十
分
御
留
意
下
さ
い
。

　
　
　
　
八
代
市
議
会
広
報
委
員
会
　

全国市議会議長会

永年勤続議員表彰
　去る5月30日に開催された全国市議会議長会第94回定期総会
において、永年勤続議員表彰が行われ、本市議会では2人の議員が
表彰を受け、6月定例会において表彰状が伝達されました。

中村　和美　議員
議員歴【30 年以上】

福嶋　安徳　議員
議員歴【15 年以上】


